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市内田んぼでの稲刈りの様子（10月 8 日撮影）
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おいしい季節がやってきた！
犬山産のお米「あいちのかおり」

問合　産業課（℡44-0341）

Ｑ　令和 3年度産のお米はどうですか？
Ａ�　昨年度はトビイロウンカ（病害虫）の被害を受け大変でしたが、今年度の「あ
いちのかおり」は順調に育ちました。

Ｑ　お米生産者として特に苦労されていることは？
Ａ�　現在、新型コロナの影響により、米価が昨年度と比べて約 2割も下がり大打撃
を受けて苦労しています。

Ｑ　お米生産者としての思いを教えてください
Ａ�　犬山産のお米「あいちのかおり」は市内の米穀店などでも購入できるので、市
内在住の方々にもぜひ食べていただきたいです。

市内のお米生産者に聞きました
　市内のお米生産者は268経営体あり、そのうち大規模でお米を栽培している認定農業者は11経営体あります。
　今回は、市内の認定農業者である有限会社イタツトラクターの板津勝久さんに、お米の生産についてお話を聞
くことができました。

　有限会社イタツトラクターさんは、1991年に法人化し犬山地区を中心に、お米を約70haの規模で栽培していま
す。主な栽培品種は「あいちのかおり」「にこまる」などで、年間約300t生産しており、一部地域ではアイガモ
農法なども取り入れています。

犬山産のお米「あいちのかおり」
　犬山市の耕地面積は全体で892haあります。そ
のうち田の面積は608haあり、耕地面積の約68％
と多くを占めています。また農作物の出荷額とし
ても、農産物全体出荷額 7億 6千万円のうち、お
米が 4億 2千万円と、約55％を占めていることか
ら、犬山の最も主要な農産物といえます。
　市内では、「あいちのかおり」という品種のお
米が多く栽培されています。
　この「あいちのかおり」は、愛知県下で最も多
く栽培されている品種で、「大粒でつやとねばり
のバランスが良い」という特徴を持っています。
犬山市では、10月中旬以降に収穫され、現在一番おいしい新米の季節となっています。「あいちのかおり」は、
主に外食産業を中心に使われていますが、市内米穀店や愛知北農業協同組合でも取り扱っていますので、ぜひこ
のおいしい季節にご賞味ください。
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市内小中学校の給食にも使われています
　犬山市では市内小中学校の給食においても犬山産「あいち
のかおり」が食べられています。
　令和 2年度に市内小中学校で使用したお米約60tのうち、
犬山産「あいちのかおり」は約59t、約98％でした。
　市内小中学校の給食は、地産地消を推進しており、お米以外の食材でも
犬山産の野菜や果物を約 5 t利用しています。近年、全国的にも地産地消
の取り組みが推進されており、犬山市でも地元農家が参加する子ども食育
応援団が作った野菜や果物、学校で栽培した野菜を給食で使うなど、地元
産の食材を知る良い機会になっています。

「あいちのかおり」が購入できる市内米穀店等の紹介
　下記の米穀店など、市内でも「あいちのかおり」を購入できます。

▲犬山北小学校 4年　扇本さん

・大橋米穀店（犬山字専正寺町3-3　℡61-0308）
・加藤米穀店（犬山字南古券138　　℡61-0154）
・宮田商店　　（五郎丸字狭間7　　　℡61-0797）
・愛知北農業協同組合　犬山支店　営農生活課（塔野地西4丁目1　℡62-9111）
　　　　　　　　　　　羽黒支店経済センター（羽黒字前川原47-2　℡67-0999）

お米に関する市の新しい取り組み
●多

た

子
し

・多
た

胎
たい

世帯への支援「お米配布事業」
　多子・多胎世帯（ 3人以上の子ども・双子以上の子どもを養育している世帯）への支援施策の一つとして今年
度から「お米配布事業」を実施します。多子・多胎世帯で、お米の提供を希望した世帯に、 1世帯あたり10㎏の
犬山産「あいちのかおり」を12月から順次自宅に送ります。
※利用するには、登録申請が必要です。お米の配布は12月28日㊋が申請期限です（詳細は17ページへ　子ども未
来課℡44-0322）。
　対象となる世帯の生活に少しでも役に立ち、喜んでほしいという思いで提供するものです。この機会に、おい
しい犬山産の「あいちのかおり」を子どもたちと一緒に味わってください。

●お米をよりおいしく食べるためのレシピを開発しました
　今回、お米の配布事業にあわせて、お米をよりおいしく楽しく食べていただくため、「名古屋経済大学」「愛知
北農業協同組合」「犬山市」の 3者で協力し、レシピ開発を行いました。
　レシピは、お米のうまみを活

い

かした「豆味噌の炊き込みごはん」や、フライパン一つでできる「か
んたん！時短パエリア」、子どもと楽しく作れる「折りたたみキンパ」です。

レシピはこちらから！☞

　私たちは「子どもと一緒に作れる」「子どもに必要な栄養
素をしっかり摂

と

ることができる」をコンセプトにレシピを考
案しました。
　「炊き込みごはん」と「パエリア」は、手軽に栄養が摂れ、
家庭にある食材で作れる、アレンジしやすいレシピです。
　また、親子で楽しみながら作れる「折りたたみキンパ」も
おすすめです！ぜひこの機会にお試しください！

▲レシピ開発に携わった学生たちと先生
（名古屋経済大学　管理栄養学科）

給食のごはんはとっても
おいしくて大好きです！
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年末年始の業務案内
　　　は休みです。市役所休業中の出生・婚姻・死亡など戸籍に関する手続きは市役所日直室（正面玄関右手通
用口）へお願いします。市役所前公共駐車場は、年末年始を通して利用できます。

施設名 問合
12月 1 月

27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
月 火 水 木 金 祝 日 月 火 水

犬山市役所・各出張所 ℡61-1800

市民健康館

さら・さくらの湯 ℡63-3810

さくら工房 ℡63-3800

つどいの広場 ℡63-3817

健康推進課窓口 ℡63-3800

保健センター ℡61-1176

東児童センター「さんにぃれ」
・犬山市子育て支援センター ℡66-5700

橋爪子育て支援センター ℡61-7533

児童センター 子ども未来課
（℡44-0322）

身体障害者活動センター「ふれんど」 福祉課
（℡44-0321）

老人憩の家・老人福祉センター
高齢者支援課
（℡44-0325）高齢者活動センター・南部高齢者活動センター

福祉活動センター

市民文化会館・南部公民館 ℡67-2411

市立図書館 ℡62-6300 ※ 1

楽田ふれあい図書館 ℡69-2662 ※ 1

公民館（塔野地・善師野）・
各地区学習等供用施設

文化スポーツ課
（℡44-0353）

勤労青少年ホーム（弓道場、体育センター）・
武道館・野外活動センター・
山の田公園（野球場、テニスコート）・
木曽川犬山緑地（野球場、多目的グランド・
テニスコート）・内田多目的広場テニスコート

エナジーサポートアリーナ（市体育館）・
多目的スポーツ広場 ℡67-8080

フィットネスフロイデ ℡61-7272

市民交流センターフロイデ ℡61-1000 ※ 2

協働プラザ「わんまるーむ」 ℡48-1221

余遊亭 ℡61-6660

小弓の庄 ℡68-3767

楽田ふれあいセンター ℡69-2722 9：00〜18：00開館

今井ふれあいセンター ℡62-3940

犬山西ふれあいセンター ℡61-2335

東ふれあいセンター ℡67-4404

犬山城 ℡61-1711

文化史料館（本館・南館） ℡62-4802

どんでん館 ℡65-1728

旧磯部家住宅 ℡65-3444

青塚古墳ガイダンス施設 ℡68-2272

犬山里山学センター ℡65-2121

わん丸君バスの運行 防災交通課
（℡44-0347）



5広報犬山　R3.12.1号

※ 1　図書館休館中の図書の返却は正面玄関横のブックポストへ（CD、ビデオ、DVD等の視聴覚資料は返却不可）
※ 2　市民交流センターフロイデに事務所がある団体については、直接各団体に問い合わせてください。

●休業日

可燃ごみ 12/31㊎〜令和 4年1/3㊊
不燃ごみ・
資源物等、

し尿汲み取り
12/29㊌〜令和 4年1/3㊊

左の期間は、集積場にごみ
を出さないでください。
下の収集日程表を確認し
て、ごみを出してください。

年末年始のごみ収集・し尿汲
く

み取り

●年末年始日程表　ごみは 8：00までに集積場へ（注1）

12月 1 月
28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
火 水 木 金 祝 日 月 火 水 木

可燃
ごみ

月・木コース × × 〇

休み

× × 〇

火・金コース 〇 × × 〇 × ×

水・土コース × 〇 × × 〇 ×

不燃ごみ・資源物等� （注 2）

通
常
ど
お
り

休み 通常どおり

都市美化センター（℡61-3392）・
わん丸エコステーション

粗大ごみの回収� （注 3）

粗大ごみ受付センター

し尿汲み取り� （注 4）

（注 1）�8：00から順次ごみ回収を行っていますので、ごみは 8：00までに出すようお願いします。特に年末年始
はごみの量が多く人員を増やして収集するため、パッカー車の到着時間が通常よりも早くなることがあ
りますので、ごみを出す時間は必ず守ってください。

（注 2）�不燃ごみ、乾電池、蛍光管、スプレー缶類、空きびん、プラスチック製容器包装、アルミ缶、スチール缶、
ペットボトル、飲料用紙パック、新聞、雑誌・雑がみ、布類、段ボール

（注 3）�粗大ごみの回収は地区ごとに決められた月 2回の収集日の 7日前まで（ 1月 4日㊋〜 7日㊎・10日㊗が
収集地区になっている場合は12月28日㊋まで）に、粗大ごみ受付センター（℡0120-484-530）へ申し込
んでください。ただし申し込み状況によっては回収日の希望に添えない場合もありますので、ご了承く
ださい。

（注 4）�年内の汲み取りを希望する場合は12月20日㊊17：00までに、㈲犬山衛生管理組合（℡54-2397）へ申し込
んでください。ただし申し込み状況によっては希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。
また、し尿汲み取り券は事前に用意してください。

●テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは粗大ごみに出せません！
　使用済みのテレビ（ブラウン管式・液晶式・プラズマ式）、冷蔵庫（冷凍・保冷・冷温）、洗濯機・衣類乾燥機、
エアコンを廃棄するときは、リサイクル料金と収集・運搬費用を支払って小売店に引き渡すなどしてください。
※詳細は「犬山市ごみ分別なんでも百科」の15ページを見てください。
問合　環境課（℡44-0344）
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催 し

☆実行委員会ではインスタグラムとTwitter「＠inuyama_2022」で随
時情報を発信しています。また変更がある場合は、市ホームページ　
　ページ番号1005524　でもお知らせします。

第18回犬山市産業振興祭
わいわい犬山フェスティバル

　例年開催している産業振興祭は、新型コロナの
影響により方法を変更してWebで開催しています。
●特別企画「日本モンキーパーク犬山市民招待デー」（℡61-0870）
　下記の日に入園ゲートで市内在住を証明できるもの（免許証等）を提
示すると、 1人の証明で 4人まで無料で入場できます。
　「しまじろうプレイパーク」も開催中。
日付　12月18日㊏・19日㊐
※のりもの、催事館、世界サル類動物園、駐車場は別途料金が必要。
※営業時間等はホームページで確認してください。
問合　産業振興祭について　犬山商工会議所（℡62-5233）

犬山二
は

十
た

歳
ち

の集い2022
照
てらす

〜照らそう、私たちの未来〜
参加には申し込みが必要です
　本年度新成人を迎えるメンバーで構成され
る実行委員会により「二十歳の集い2022」が
開催されます。
日時　令和 4年 1月 9日㊐
　　　　第 1部　南部・東部地区
　　　　12：15〜13：30（11：45から受付）
　　　　第 2部　犬山・城東地区
　　　　14：45〜16：00（14：15から受付）
場所　市民文化会館大ホール
内容　祝いの演舞、恩師との再会、思い出のスライドショー、ゲーム、

お楽しみ抽選会等
対象　平成13年 4 月 2 日〜平成14年 4 月 1 日生まれの人
費用　1,000円（当日集金）
※犬山市に住民登録のある対象者と市外在住で申し込みのあった人には、
11月下旬に案内状を送付しました。参加を希望する人でまだ申し込んで
いない人は、案内状に同封の返信用はがきを12月6日㊊までに投函してく
ださい。
※市外へ転出した対象者を知っている人は「二十歳の集い」の開催につ
いて伝えてください。また案内状が必要な場合は送付先を連絡してくだ
さい。
※案内状には新型コロナ対策のお願いを記載していますので、必ず熟読
し、記載内容を遵守して参加してください。また、当日は指定席となり
ます。
※新型コロナの影響により開催時間や会場等が変更となることがありま
す。

問合　青少年センター（文化スポーツ課内　℡44-0353）

東之宮古墳
日の出見学会

〜冬至の王との出会い〜
　今年は12月22日が 1年で一番昼
の時間が短い「冬至」です。
　東之宮古墳では、冬至の日（前
後 1週間）に古墳の中心軸の方角
から太陽がのぼります。この時期
にしか見られない天体ショーを講
師による現地解説とともに見学し
ます。
※天候により内容を変更する場合
があります。
※暖かい服装で来てください。

日時　12月25日㊏ 6：30〜 8：00
集合　東之宮古墳成田山側入口
講師　NPO法人ニワ里ねっと
　　　理事長　赤塚次郎氏
定員　先着20人
費用　無料

申込・問合　12月 3 日㊎から青塚
古墳ガイダンス施設（℡68

　　　-2272　㊊休館）へ

▲産業振興祭はこちら

▲東之宮古墳の中心軸上にのぼる日の出

希望者にはアプリ「東之宮古墳
たび」を使った説明も行います
　アプリでの説明を希望する人
は事前にアプリをダウンロード
したスマートフォンやタブレッ
トを持って参加してください。

アプリのダウンロードはこちら
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募 集

令和 4年度�市民活動助成金企画提案事業
　「市民活動助成金」は、自主的で積極的なまちづくり、市民活動を促進
することを目的として、地域を元気に、まちを快適で魅力あるものにし
ていく企画提案事業に必要な経費の一部を助成するものです。
　令和 4年 4月から実施する企画提案事業を次のとおり募集します。
※詳細は募集要領を見るか、事前説明会へ参加してください。
●募集内容
部門　・はじめの一歩部門（始めたばかりの活動を応援します）
　・市民活動助成部門（地域の課題解決、まちの魅力創出を応援します）
　・コラボ・マッチング部門（協働による社会貢献を応援します）
対象　令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日までの事業
申込　令和 4年 1月21日㊎までに所定の申込用紙に必要事項を記入し、

必要書類を添えて市役所 3階地域協働課へ
●事前説明会
　市民活動助成金の概要や、申請のコツなどを説明します。
日時　①12月11日㊏14：00から　②12月17日㊎11：00から
　　　（各回60分程度。①②は同じ内容です。）
場所　協働プラザ「わんまるーむ」（市民交流センターフロイデ 1階）
申込　各回の 3日前までに協働プラザ「わんまるーむ」（℡48-1221
　　　Eメールinfo＠inuyama-plaza.com）へ
●企画提案発表会（公開審査）
　各提案者が事業を 5分以内で発表し、提案書、質疑応答の内容を総合
して審査します（申請団体は参加必須）。
日時　令和 4年 2月20日㊐10：00〜14：00
※募集要領・申込用紙は、市役所 3階地域協働課で配布しています。市
ホームページ　ページ番号1000761　からダウンロードもできます。
※この助成金は市議会での令和 4年度予算成立が前提となります。
問合　地域協働課（℡44-0349）

博物館 明治村
入村料金
ワンコイン特別企画

　下記の期間、免許証や保険証な
ど市内在住を示すものを入村窓口
に提示すると、終日特別料金とし
て 1人500円で入村できます。
期間　12月 4 日㊏〜
　　　令和 4年 1月10日㊗
※休村日12/13〜17、12/31
※ 1 人の証明で 5人まで割引可
※他の割引券や団体利用割引との
併用は不可
問合　博物館明治村（℡67-0314）

野外民族博物館
リトルワールド

「リトルワールド事件録」
新章スタート
　博物館ならではの園内周遊型の
謎解きゲームをお楽しみください。
期間　令和 4年 3月31日㊍まで
※入館料とは別に費用が必要です。
※イベントの詳細や休館日等は公
式ホームページで確認してくださ
い。
問合　リトルワールド
　　　（℡62-5611）

応援します
あなたの活動

リ
ト

ル
ワ

ー
ル

ド
　

犬
山

市
民

優
待

入
館

割
引

券
■
入
館
料
／
大
人
1,000円（

通
常
1,800円

）□
人
　
シ
ル
バ
ー（
65歳
以
上
）1,000円（

通
常
1,400円

）□
人

中
学
生
・
高
校
生
900円（

通
常
1,100円

）□
人
　
小
学
生
500円（

通
常
700円

）□
人

幼
児（
3
歳
以
上
）200円（

通
常
300円

）□
人

社会活動の立ち上げ
と持続可能な運営を
学ぶ講座

　活動者の活動段階や課題に合わ
せた2つの連続講座を開催します。
①�「スタートアップの組織づくり
編」（託児あり）

日時　第 1回12月 7 日㊋
　　　第 2回令和 4年 1月 7日㊎
　　　第 3回令和 4年 2月 4日㊎
　　　各回10：00〜12：00
場所　市民交流センターフロイデ
　　　 2階203会議室
内容　活動の立ち上げ時から持続

可能な運営という視点を持
つための講座

講師　NPO法人あっとわん副代
表理事　河野弓子氏（第 1
回）、協働プラザ事務局（第
2・ 3回）

定員　先着10人
費用　1,000円
②オンライン（Zoom）開催
　�「自立自走の組織づくり・ソー
シャルビジネス編」

日時　第 1回12月10日㊎
　　　第 2回令和 4年 1月14日㊎
　　　第 3回令和 4年 2月 9日㊌
　　　各回19：00〜21：00
内容　社会的課題の解決に向けて

活動を展開していくための
講座

講師　株式会社テラ・ラボ代表取
締役　松浦孝英氏（研究開
発型ベンチャーの創業、経
営）

定員　先着20人
費用　2,000円
【①②共通】
対象　社会活動に関心がある人
※市内在住・在勤・在学の人優先
申込・問合　12月 4 日㊏までに住

所、氏名、電話番号、メー
ルアドレスをEメールで協
働プラザ（Eメール　info
＠inuyama-plaza.com）
へ
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募 集 生 活

市フルタイム会計年度任用職員
募集職種　事務職　　勤務日時　月21日 8：30〜17：15（うち休憩 1時間）
給料　月額168,000円　　通勤手当　市の規定に応じて支給
休日　㊏㊐㊗（①は月 2回程度㊏勤務あり）
有給休暇　 3日（初年度年間）

勤務場所 任用期間 募集人数 業務内容

① 文化スポーツ課
（市役所 3階）

令和 4年 1月 1日
〜 3月31日 1 人 生涯学習関連事務、窓

口対応、PC入力など

② 子ども未来課
（市役所 1階）

令和 4年 1月 1日
〜 3月31日 1 人 保育園入園受付事務、

窓口対応、PC入力など

③ 福祉課
（市役所 1階）

令和 4年 1月17日
〜 3月31日 1 人 障害福祉関連事務、窓

口対応、PC入力など

※①②③併願不可。任用期間は、勤務状況に応じて 1年毎の更新あり。
選考方法　書類および面接により選考
　　　（面接日は、①12月21日㊋、②12月22日㊌、③12月23日㊍）
申込・問合　市所定の履歴書を記入し、12月 2 日㊍〜15日㊌に、直接ま

たは郵送（必着）で、①文化スポーツ課（℡44-0352）、②子ども
未来課（℡44-0324）、③福祉課（℡44-0321）へ（郵送の場合は、
〒484-8501住所不要）

※市所定の履歴書は市ホームページ　ページ番号1000629　からダウン
ロードできます。

楽田ふれあい
センター
管理スタッフ

応募資格　18歳以上
※高校生不可、大学生歓迎、おお
むね50歳代まで
勤務場所　楽田ふれあいセンター
業務内容　貸館業務の受付、施設

管理
勤務時間　問い合わせてください
時給　955円〜（時間帯による）
雇用期間　採用決定後、随時
申込　市販の履歴書に写真を貼付

し、郵送で楽田ふれあいセ
ンター（〒484-0857　字外
屋敷59番地 1）へ

問合　楽田地区コミュニティ推進
協議会森岡（℡080-1552-
1234）

リアル＆
地元で会える！
就職面接会

　採用担当者から直接話を聞くこ
とができる就職面接会を開催しま
す。希望する企業のブースで具体
的な仕事内容や会社の雰囲気など
を聞くことができます。
日時　12月16日㊍
　　　10：00〜12：00、
　　　13：00〜15：00
場所　市民交流センター
　　　 4階フロイデホール
対象　新型コロナの影響により離

職を余儀なくされた人など
の一般求職者

費用　無料
申込　不要（入退場自由）
※詳細は右の二次元コ
ードからホームページ
を見てください。
問合　愛知県就業促進課
　　　（℡052-954-6366）

※
犬
山
市
民
に
限
り
利
用
で
き
ま
す
。
　
　
※
本
券
1
枚
に
つ
き
、
5
人
ま
で
使
用
可

※
他
の
割
引
券
と
の
併
用
、コ
ピ
ー
、転
売
、団
体
利
用
不
可

※
高
校
生
は
証
明
が
必
要
　
　
※
本
券
を
切
り
取
り
、入
館
窓
口
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
間
：
令
和
3
年
12
月
4
日
㊏
〜
令
和
4
年
1
月
31
日
㊊

国道41号
集中工事のお知らせ

　国土交通省では、交通渋滞の緩
和に向け国道41号の小牧市村中〜
犬山市五郎丸（延長7.0km）にお
いて 4車線を 6車線化する事業を
進めています。これにあたり、下
記のとおり車線規制を伴う集中工
事を実施します。
　集中工事期間中は国道41号およ
び周辺道路の混雑が予想されま
す。皆様には大変ご迷惑をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願
いします。
期間　令和 4年 2月10日㊍22：00
　　　〜21日㊊ 6：00
　　　�（昼夜間連続、上下車線規

制。予備日を含む。）
場所　国道41号
　　　�南新田交差点〜高雄道塚交

差点
問合　統合道路管理情報センター
　　　（℡052-721-7500　24時間
　　　受付）
※工事に関する詳細は、下の二次
元コードから国道41号
集中工事ホームページ
を見てください。

五条川左岸流域関連
公共下水道事業計画
の変更案を縦覧

　五条川左岸流域関連犬山市公共
下水道事業計画の変更（事業期間
の変更）にあたり、変更案の縦覧
を行います。
　この変更案に意見のある人は、
縦覧期間中に市長に対して意見書
を提出することができます。
期間　12月 1 日㊌〜15日㊌
　　　 8：30〜17：15（㊏㊐除く）
場所　市役所 2階下水道課
問合　下水道課（℡44-0337）
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警察署だより
5 〜 7 は魔の時間

　冬季は視認性の悪い時間帯が長
いことから交通事故が多発する傾
向があります。特に午後 5〜 7時
の時間帯に交通死亡事故が多発し
ています。
　夕暮れ時は周囲の視界が徐々に
悪くなるため、自動車や歩行者、
自転車がお互いに発見が遅れた
り、距離や速度が分かりにくく
なったりします。
　ドライバーは午後 4時を目安に
暗くなる前にライトを点灯した
り、対向車などがいないときは積
極的にハイビームを活用したりす
るなど、いち早く危険を発見、回
避できるよう心がけてください。
　歩行者や自転車利用者は、反射
材を活用し、ドライバーや周囲に
自分の存在を知らせるようにしま
しょう。
問合　犬山警察署警務課
　　　（℡61-0110）

愛北広域事務組合
からのお知らせ

●指名競争入札参加資格審査申請
　愛北広域事務組合が令和 4・ 5
年度に発注する建設工事、設計業
務等、物品の製造・販売および役
務の提供等に関する指名競争入札
に参加を希望する人は、申請書を
郵送で提出してください。
申込・問合　12月 1 日㊌〜令和 4

年 1月12日㊌に、愛北広域
事務組合（℡0587-37-0840�
〒482-0016� 岩倉市野寄町
向山760）へ

※申請様式はホームページ（http:
//www.aihoku-kouiki.jp/）から
ダウンロードしてください。
●人事行政の運営等の状況
　愛北広域事務組合の人事行政の
運営等の状況をホームページで公
表しています。

　12月 7 日㊋は県内一斉に交通安
全大監視を行います。
　一人一人が交通安全意識を高め
交通事故の防止に努めましょう。
重点項目
〇�夕暮れ時と夜間の事故防止と飲
酒運転等の悪質・危険な運転の
根絶
〇�自転車の安全確保と交通ルール
遵守の徹底
〇�歩行者の安全の確保と運転者の
安全運転意識の向上

問合　防災交通課（℡44-0347）

　年の瀬を控え、慌ただしさを感
じるこの時期は防犯意識が薄れが
ちになります。
　また一日の中で暗い時間が長く
なるため侵入盗や不審者の出没な
ど様々な犯罪の発生が懸念されま
す。被害に遭わないために、確実
に戸締りをする、窓やドアはツー
ロックにするなど日頃から高い防
犯意識を持ち身近な対策を実践し
ましょう。
重点項目
〇特殊詐欺の被害防止
〇侵入盗の防止
〇自動車盗の防止
問合　防災交通課（℡44-0347）

年末の安全なまちづくり県民運動
12月 1 日〜20日

ドライブレコーダーの搭載をアピールできます
　市では安全運転意識の向上や交通事故の減少、犯罪の抑止を図るため、
ドライブレコーダー搭載車であることをアピールするマグネットシート
（またはステッカー）を無料で配布しています。
　ドライブレコーダーを車両に搭載している人は、
事件・事故に関する積極的な情報提供をお願いしま
す。
配布場所　市役所 3階防災交通課
※ドライブレコーダー搭載車両 1台につき 1枚配布。
問合　防災交通課（℡44-0347）

年末の交通安全県民運動
12月 1 日〜10日

●ハンド・アップ運動
　歩行者とドライバーが横断時に
意思疎通を図る横断方法を提唱す
るものです。歩行者は手を挙げ、
ドライバーに横断することをア
ピールし、アイコンタクトで気持
ちを伝えましょう。
　ドライバーは横断しようとする
歩行者を見かけたら思いやりの気
持ちをもって止まりましょう。ま
た横断歩道を渡ろうとしている人
がいるときは必ず止まりましょう。

●サイバー犯罪にご注意を
　新しい形の犯罪がインターネッ
トを使って広がっています。正し
い対策をして犯罪に巻き込まれな
いようにしましょう。
・�スマホ決済の不正利用の対策：
　�本人しか知らないパスワードに
加え顔認証や指紋認証を利用す
るなど多要素認証を積極的に活
用する。
・�フィッシングメールによる個人
情報等の詐取の対策：メールや
ショートメッセージの本文中に
あるURLは安易に押さないよ
うにする。

ゴ ー ナ ナ
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生 活 ごみ・リサイクル12月分

●エコステーション（資源物の回収拠点）

日時 12月12日㊐
9：00〜16：00

12月18日㊏
9：00〜12：00

12月26日㊐
9：00〜12：00

場所
わん丸リサイクル
小屋敷地内
（上坂公園西）

南部公民館
駐車場 市役所西庁舎

回収
品目

新聞、雑誌・雑がみ、段ボール、布類、飲料用紙パック、ア
ルミ缶、スチール缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装、
植物性廃食用油（わん丸リサイクル小屋のみ）、ダウン率50％
以上の羽毛布団（わん丸リサイクル小屋のみ）

対象 市内在住の人

その他

・各自で資源容器に投入してください。
・�廃食用油は口が閉まるびんやペットボトル等の容器に入れ
て容器ごと出してください。
・羽毛布団は濡れないように出してください。

●わん丸エコステーション（常設）

日時 平日　 8：30〜12：00、13：00〜15：30
土曜　 8：30〜11：30　※㊐㊗は休業

場所 都市美化センター敷地内

回収
品目

エコステーションの回収品目に加えて空きびん（無色・茶色・
その他）、小型家電10品目、パソコン、植物性廃食用油、ダウ
ン率50％以上の羽毛布団

対象 市内在住の人

その他

・各自で資源容器に投入してください。
・�廃食用油は口が閉まるびんやペットボトル等の容器に入れ
て容器ごと出してください。
・羽毛布団は濡れないように出してください。

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）
※新型コロナの影響により中止する場合があります。

日時 12月12日㊐13：00〜16：00

場所 わん丸リサイクル小屋（上坂公園西）

内容 家具・小物類・古本などの販売

対象 市内在住の人

その他

・一部抽選品あり（抽選は14：00から）
・マスクを着用して来てください。
・発熱など体調が悪い場合は利用を控えてください。
・入場時に氏名と電話番号を記入してください。
・購入品は各自16：00までに搬出してください。

●わん丸リサイクル小屋収益
11,170円（10月分）
市環境保全基金へ積み立てます。

●12月に地域で行われる資源回収
［小中学校PTA］
11日㊏　犬山中学校PTA
　　　　（℡61-2409）
　　　　城東中学校PTA
　　　　（℡61-0501）
　　　　東部中学校PTA
　　　　（℡67-7401）

［犬山地区］
6日㊊��大本町
　　　　（兼松�℡97-0267）
26日㊐　上野住宅自治会
　　　　（岸�℡62-4104）
毎週㊐　御幸町町内会
　　　　（坪内�℡61-0667）
第 2・ 4㊍ 9：00〜10：00
　　　　（雨天中止）
　　　　犬山駅前通り発展会
　　　　（松浦�℡61-2200）
毎週㊋㊍（社福）まみずの里
　　　　きりり作業所
　　　　（℡62-4733）

［羽黒地区］
8日㊌　羽黒子ども未来園保護者

　会（羽黒子ども未来園
　　　　℡67-0129）

※天候や団体の都合で日程が変更
されることがあります。
※日程の変更・回収等については
各団体に確認してください。

問合　環境課（℡44-0344）
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固定資産税の適正課税にご協力ください

●次のときは年内に連絡を
　固定資産税・都市計画税は、毎
年 1月 1日現在に土地・家屋・償
却資産を所有する人にかかる市税
です。
　市では市内の土地・家屋の状況
把握に努めていますが家屋の取り
壊しなどについて確認のため所有
者からの連絡をお願いしています。
　令和 4年度課税に向けて現地調
査を行う必要があるため、次のよ
うな場合は年内に連絡してくださ
い。
・家屋を取り壊したとき
・家屋を新築・増築したとき
・��土地・家屋の利用状況を変更し
　たとき
・住宅敷地を買い増ししたとき

●既存住宅の改修をしたときは
　 3か月以内に申告を
　既存住宅の耐震改修、省エネ改
修またはバリアフリー改修工事を
行い、一定の要件を満たす場合は
固定資産税が減額されます。
　工事完了後 3か月以内に必要書
類を添えて申告してください。
　詳細は市ホームページ　ページ
番号1006232　を見るか問い合わ
せてください。

無許可の
不用品回収業者に
ごみを出さないで

　「どんなものでも無料で回収い
たします」と宣伝しながら巡回し
回収を呼び掛ける、ポストにチラ
シ投函する、空き地のスペースを
利用して回収を行う業者がいます。
　これらの不用品回収業者は、古
物商許可や産業廃棄物許可がある
ことをうたい、いかにも許可を
持っているよう装っていますが、
古物商許可や産業廃棄物許可では
家庭のごみは回収できません。
　家庭から出る廃棄物の回収は、
有償、無償に関わらず市の一般廃
棄物収集運搬許可が必要になり、
これらの不用品回収業者は無許可
の違法業者になります。無許可の
業者は、不適正な処理をしたり不
法投棄を行ったりする業者も少な
くありませんので、利用しないよ
うにしてください。
●一般廃棄物収集運搬許可業者
・（資）犬山衛生社
　天神町 5丁目25(℡61-7888)
・（株）東海SUNKEY
　中山町 2丁目37（℡63-3711）
・（株）愛北リサイクル
　惣作37- 1 （℡68-2147）
問合　環境課（℡44-0344）

携帯電話・小型家電はリサイクルしましょう
　携帯電話やデジタルカメラなどの小型家電は、年間約65万tがごみとして出されて
います。その中に含まれる鉄や銅といった資源は金額にすると約844億円にもなると
いわれています。不要となった携帯電話や小型家電はリサイクルしましょう。
回収品目

●償却資産の申告
償却資産とは
　構築物や機械、器具、備品など
事業で使用する資産をいい、固定
資産税の対象となります。太陽光
発電設備やアパート経営などによ
る次のような資産も含みます。
（例）�看板、塀、門、植栽などの

外構、アスファルト舗装、
フェンス、自転車置場など

申告は毎年必要です
　市内に償却資産を所有している
人は、令和 4年 1月 1日時点の所
有状況を申告する必要がありま
す。昨年度申告のあった人には12
月中旬に申告書を送付しますの
で、償却資産の増加・減少がない
場合もその旨を申告してください。
　新たに申告が必要となる人は申
告書を市ホームページ　ページ番
号1006941　からダウンロードす
るか連絡してください。
　申告はeLTAX（エルタックス）
を利用しインターネットを通じて
行うこともできます。

申告期限　令和 4年 1月31日㊊
※期限前は混み合いますので 1月
20日㊍までの申告に協力ください。

eLTAXはこちら▶

問合　税務課資産税担当（℡44-0315）

問合　環境課（℡44-0344）

▲市役所、各出張所、わん丸エ
コステーション、フロイデ、楽
田ふれあいセンターにある回収
ボックス
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生 活 「障害者週間」　12月 3 日〜 9 日

　障害者福祉について皆さんの関心と理解を深めるとともに、障害のある人が社会、経
済、文化その他あらゆる分野の活動へ積極的に参加することを促進するため、障害者基
本法では毎年12月 3 日〜 9日を「障害者週間」と定めています。一人一人が障害のこと
を理解して、それぞれの立場でできることをすると、すべての人たちが暮らしやすいま
ちになっていきます。障害の有無に関わらず、ともに生きる社会を考えてみませんか。

　障害者支援制度のお知らせ　　※詳細は市役所 1階福祉課（℡44-0321）へ問い合わせてください。　�
・軽度・中等度難聴児補聴器購入助成制度は、令和 3年 9月から片耳のみの難聴児も対象としました。
・�日常生活用具給付対象の「情報通信支援用具」は、今年度より耐用年数内で基準上限額に達す
　るまでは、複数回の申請が可能となりました。
・ボランティア団体が作製した音声による広報「声の広報」の貸し出しを行っています。
・「ヘルプマーク」は市役所 1階福祉課窓口で配布しています（ 1人 1個）。
・�知的障害等により行方不明になる恐れのある人を自宅で介護している人は、見守りGPS購入費
　助成事業の対象となる場合があります（市の指定する端末のみ、利用料が別途かかります）

　知っていますか？「障害者差別解消法」　�
　「障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）」は、国や市町村などの行政機関、会
社、お店などの民間事業者に対し、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」をしてはいけないことや、「合理
的な配慮」をしなければいけないことが規定されています。

「不当な差別的取扱い」の禁止（してはいけないこと）
　正当な理由なく、障害があることを理由として障害のない人と異なる対応をしてはいけません。

〈例〉
障害を理由に、受付を拒否する。

〈例〉
本人を無視して介助者や支援者、
付き添いの人だけに話しかける。

「合理的な配慮」の提供（しなければいけないこと）
　障害のある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、事業者等は、負担になりすぎない範囲で対
応をしなければいけません。

〈例〉
意思を伝え合うために絵や写真
のカードやタブレット端末など
を活用する。

〈例〉
段差がある場合に、スロープなど
を使って補助する。

困ったときは、犬山市障害者基幹相談支援センターに相談してください
　市では、障害に関する相談などを総合的に受け付ける窓口として、「犬山市障害者基幹相談支援センター」
を設置しています。
　センターでは、障害のある人の様々な相談に応じるだけでなく、障害者を支援する人たちや、地域での困
りごとについても話を聞き、関係機関と一緒に解決に向けて対応します。気軽に相談してください。
※手話での相談を希望する人は事前に連絡してください。
問合　犬山市障害者基幹相談支援センター（市役所1階福祉課内　℡44-0329　Fax44-0364）

問合　福祉課（℡44-0321） ▲ヘルプマーク

日常で使える手話
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第73回「人権週間」　12月 4 日〜10日
〜人権啓発キャッチコピー〜
「誰か」のこと　じゃない。
●人権週間とは
　国際連合は、世界人権宣言を採択した12月10
日を「人権デー」と定め、日本では、法務省と
全国人権擁護委員連合会が、毎年12月 4 日〜10
日を「人権週間」と定めています。世界人権宣言の趣旨やその重要性を
広め、人権尊重思想の普及・高揚を図るため、啓発活動を行っています。
●人権擁護委員
　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受けて活動を行う民間のボラン
ティアです。
　人権問題解決に向けて相談業務のほか、人権尊重思想の普及・啓発を
図るため、各学校や子ども未来園での人権教室の開催、街頭での啓発活動、
人権作文の審査など、人権擁護のための幅広い活動を行っています。
　犬山市では 6人の委員が活動しています（順不同）。
　　紀藤久美子さん　髙橋由里子さん　梅村幹雄さん
　　岩田芳子さん　　玉置純二さん　　髙木浩行さん
活動紹介�〜子ども人権教室〜
　主に小学生、保育園児などを対象
に、人権教室を開催しています。
　人権尊重思想について理解しやす
い内容となるようDVD、紙芝居、か
るた、クイズなどを活用し思いやり
の大切さやいじめをなくすことなどを伝える活動をしています。
人権擁護委員による人権相談
日時　毎月第 2㊏13：00〜16：00　　場所　南部公民館 2階会議室 3
※月によって日時が変更になることがあります。
●人権週間の行事予定
　・人権相談　12月 8 日㊌13：00〜16：00　南部公民館 2階会議室 3
　・DVD上映会　12月 8 日㊌〜10日㊎　各日14：30〜16：00
　　　　　　　　市立図書館 2階視聴覚室
　・パネル・作品展示　12月 6 日㊊〜10日㊎　各日 8：30〜17：15
　　　　　　　　　　　市役所 1階市民プラザ
●常設人権相談所
　㊏㊐㊗を除く毎日 8：30〜17：15
「みんなの人権110番」　℡0570-003-110
「子どもの人権110番」　℡0120-007-110
「女性の人権ホットライン」　℡0570-070-810
「インターネット人権相談」　�����������右の二次元コードから送信▶
●外

がい

国
こく

人
じん

人
じん

権
けん

相
そう

談
だん

　㊏㊐㊗を除
のぞ

く毎
まい

日
にち

9：00〜17：00
「外

がい

国
こく

語
ご

人
じん

権
けん

電
でん

話
わ

相
そう

談
だん

」℡0570-090-911

問合　市民課（℡44-0303）

水道管の冬じたく
●夜の冷え込みに注意
　気温がマイナス 4℃以下になる
と、防寒の不完全な水道管は凍っ
たり、破裂したりします。
　むき出しになっている水道管な
どには、事前に防寒対策を行い凍
結を防ぎましょう。
●防寒のしかた
①水道管や蛇口のまわりに毛布や
布などの保温材を巻いて、濡れな
いように上からビニールなどを巻
きつけてください。
②メーターボックスの中に毛布や
布などを入れ、内部を保温してく
ださい（メーター検針が行える状
態にしておいてください）。
③蛇口を少し開けて少量の水を出
しておくと凍結しにくくなります。
●水道管が破裂したとき
　メーターボックスの中にある止
水栓を閉めて水を止めてから、市
指定水道工事店（市ホームページ
　ページ番号1000700　で確認でき
ます）に修理を依頼してください。
修理は有料です。
●水道管が凍って水が出ないとき
　凍結部分にタオルをかぶせ、そ
の上からゆっくりとぬるま湯をか
けてください。熱湯をかけると、
水道管が破裂したり割れたりする
ことがあるので注意してください。
問合　水道課（℡62-9300）

航空機救難消防訓練
のお知らせ

　航空機事故等発生時の被害を最
小限に止めるため、法律等で定め
られた訓練を行います。本訓練に
伴い黒煙が発生しますが、環境に
配慮し、灯油の使用は最小限とし
ておりますので、ご理解をお願い
いたします。
日時　12月 9 日㊍ 5：20〜 8：30
　　　（予備日12月10日㊎）
場所　岐阜基地内
問合　航空自衛隊岐阜基地渉外室

（℡058-382-1101内線2271）

「障害者週間」　12月 3 日〜 9 日

▲子ども人権教室の様子

新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害
の相談も受けています。困った時は、一人で悩まず相談してください。　
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生 活

健 康

問合　消防署（℡65-0119）

＊地域文化の振興、コミュニティ活動の
支援などをはじめ地域振興のための事業
を通じて、宝
くじの社会貢
献広報のため
に、様々な事
業を行ってい
ます。

新型コロナウイルス感染症に係る施策

事業者向け支援策
申込・問合　産業課（℡44-0340）へ

●働き方改革全般・各種助成金相談窓口（予約不要）
市ホームページ　ページ番号1006831　

　働き方改革の推進、労働関係の助成金活用等の相談に無料で応じ
ます。
日時　毎週㊋㊍ 9：00〜16：00　　場所　市役所 2階相談ブース
対象　中小企業・小規模事業者
問合　ハローワーク犬山（℡61-2185）
●中小企業生産性革命推進事業支援補助金

市ホームページ　ページ番号1007451　
対象　国が令和 2年度第 3次補正予算事業として実施する中小企業

生産性革命推進事業（ものづくり補助金、小規模事業者持続
化補助金、IT導入補助金）の新特別枠（低感染リスク型ビジ
ネス枠）に該当する補助金の交付を受けた事業者

補助金額　上記補助金の自己負担相当額の 2分の 1の額
　　　（上限額20万円）
※市の補助金の交付を受けるためには、対象となる各種補助金の国
の交付決定の日から30日以内に市に認定申請をする必要がありま
す。なお、国から補助金の交付を受ける事業は年度内に完了する必
要があります。

労働保険加入手続き
　労働保険とは、労災保険と雇用
保険の総称で、正社員、パート、
アルバイトなどの雇用形態にかか
わらず、労働者を一人でも雇用し
たら、労働保険に加入しなければ
なりません。労働者を雇用したら
速やかに労働保険への加入手続き
をしましょう。手続きの詳細につ
いては、下記へ相談してください。
問合　・雇用保険について
　　　　犬山公共職業安定所
　　　　（℡61-2192）
　　　・労災保険について
　　　　江南労働基準監督署
　　　　（℡0587-54-2443）

宝くじ助成金で
可搬式消防ポンプ
を購入

　宝くじの社会貢献広報事業（＊）
のコミュニティ助成事業助成金を
活用し、栗栖自警団が使用する可
搬式消防ポンプを購入しました。
　市内では15の自衛消防団体が災
害に備え日頃から消火訓練を行う
などして活躍しています。

医師による
健康なんでも相談

　無料、予約不要で、健康のこと
やからだの気になることなどを気
軽に相談できます。
日時　12月24日㊎13：30〜15：00
場所　市民健康館
相談員　すみれ内科クリニック
　　　兼松克己氏
定員　なし（当日先着順）
※相談者多数の場合は受け付けで
きないことがあります。
※新型コロナの影響で中止する場
合があります。
問合　市民健康館（℡63-3800）

ちょこっと歩こう
犬山in尾張緑道

　今回は「尾張緑道コース」を歩
きます。健康づくり推進員と一緒
に歩いて体力づくりしませんか。
日 時　12月15日㊌10：00から約 1

時間
集合　木曽川犬山緑地子供広場
費用　無料
持物　飲み物
※歩きやすい服装で来てください。
※発熱や風邪症状のある人は参加
を控えてください。当日血圧が高
いなど体調によっては参加できな
いこともあります。
※当日 8：30時点で雨天の場合は
中止します。
※新型コロナの影響により中止す
る場合があります。
問合　市民健康館（℡63-3800）▲栗栖自警団の皆さん
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高 齢 者

12月に
満85歳になる人へ

　タクシー料金の基本料金相当額
を助成しています。85歳の誕生日
の前日から手続きができます。
対象　満85歳以上の人（障害者タ

クシー料金助成の対象とな
る人を除く）

枚数　12月申請は12枚交付
持物　対象者の顔写真（縦 4㎝×

横 3㎝） 1枚、窓口で受け
取る人の確認書類

※公的機関発行の顔写真が付いて
いない確認書類（健康保険証、年
金手帳等）の場合は 2点必要

問合　高齢者支援課（℡44-0325）

補聴器購入費を助成
　難聴高齢者の生活を支援するた
め補聴器の購入費用の一部を助成
しています。申請方法などの詳細
は問い合わせてください。
※購入後の申請はできません。
対象　次のすべてに該当する人
　①65歳以上
　②世帯全員が住民税非課税
　③�両耳の聴力レベルが30デシベ

ル以上70デシベル未満で、身
体障害者手帳の交付対象とな
らない

助成金額　購入費の 2分の 1の額
　　　（限度額20,000円）
申込・問合　市役所 1階高齢者支

援課（℡44-0325）へ

犬
けん

健
けん

チャレンジ
応募締め切りは
令和 4 年 1 月31日

　講座に参加したり個人目標を実
践したりして健康づくりに取り組
みませんか。詳細は市ホームペー
ジ　ページ番号1002942　を見て
ください。
対象　18歳以上の市内在住・在勤

の人
参加方法　
①健（検）診を受ける（必須）
②�健康づくりをしてポイントシー
トにポイントを貯める（合計50
ポイント以上）
・対象のイベントに参加する
　（ 1回 5ポイント）
・自分の目標に取り組む
　（ 1日 1ポイント）
・�「てくてく」アプリのウォーキ
ングポイント200点で 1ポイン
ト
③�ポイントシートを市民健康館か
保健センターへ提出する
※郵送、ファックス、メールでも
可（令和 4年 1月31日㊊必着）
●ポイントシートを提出すると
　全員に、市
内12の店舗で
使える「まい
か」カードを
プレゼント。さらに、抽選で賞品
が当たります。

　A賞　 5人
　　 1万円のQUOカード
　B賞　30人
　　5,000円相当の地元名産品
　C賞　30人
　　1,000円QUOカード

　また、抽選に外れた人から再抽
選し市内事業所の協賛品が当たり
ます。
問合　市民健康館（℡63-3800）

犬山北地区高齢者
あんしん相談センター
対応時間を変更

　12月 1 日㊌から犬山北地区高齢
者あんしん相談センターの対応時
間を次のとおり変更します。
対応時間
　　　（変更前） 9：00〜17：45
　　　（変更後） 8：45〜17：30
場所　キャスタ▷ヨシヅヤ犬山店

3階（℡62-1166　天神町
1 - 1 ）

問合　高齢者支援課（℡44-0325）

認知症個人賠償責任
保険（団体用）の
申し込み受け付け

　今年度より認知症個人賠償責任
保険（団体用）の取りまとめを行っ
ています。
　この保険は、認知症によって生
じる様々な行動から起きる損害を
補償します。例えば、日常生活で
他人にケガをさせたり、他人の物
を壊したり、線路への立ち入り等
により電車等を運行不能にさせて
しまったことによる損害に対する
ものです。
対象　次のすべてに該当する人
　①在宅で生活する40歳以上
　②�介護認定を受けていて認知症

状があると判定されている
　③�市の見守り事業（見守りシー

ル交付事業または見守り
GPS購入費助成など）をひ
とつでも利用している

　④�同様の認知症損害賠償保険に
加入していない

費用　 1人あたり 1年1,540円
※加入月によって異なります。
※毎年 3月に更新手続きがありま
す。
申込・問合　市役所 1階高齢者支

援課（℡44-0325）へ

▲

見
本
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子 育 て 12月の子育て支援事業

　各施設で子育て支援事業を実施していますが、新型コロナウイルス感染症対策として、状況に応じ行事の中止・
変更を行いますので、ご理解・ご協力をお願いします。変更については市ホームページやセンターだよりなどで
もお知らせしていきます。

★子育て支援センター
申込・問合　開催日の前日までに市民健康館（℡63-3817）に電話で申し込んでください。
　　　　　　①③④⑤は12月 1 日㊌から申し込みを受け付けます。

対象 事業名 日時 開催場所 内容

① 0歳の子ども 赤ちゃんサロン 12月22日㊌
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ 体操・絵本など

② 3〜 5か月の子ども すくすくタイム 12月 6 日㊊
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ あやし遊び・絵本

③ 6か月〜 1歳未満の子ども さくらっこ
　　　ひよこ

12月10日㊎
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ

歯磨き講座・
親子ふれあい遊び

④ 1歳〜 1歳 6か月の子ども さくらっこ
　　　あひる

12月17日㊎
10：30〜11：30

東児童センター
さんにぃれ

歯磨き講座・
親子ふれあい遊び

⑤ 令和 3年 4月 1日以前に 2歳の
誕生日を迎えた就園前の子ども わくわくっこ 12月16日㊍

10：30〜11：30
東児童センター
さんにぃれ 英語で遊ぼう・絵本

⑥ 未就園の多胎児
または多胎児の妊婦 にこにこタイム 12月 1 日㊌

10：30〜11：30
東児童センター
さんにぃれ 親子遊び・情報交換

★相談事業
相談名 日時 場所

子育て

毎日（㊋㊗除く）10：00〜16：00
※㊐は12：00まで

犬山市子育て支援センター（℡66-5700）
（東児童センターさんにぃれ内）

毎日（㊏㊐㊗除く）10：00〜15：00 橋爪子育て支援センター（℡61-7533）
（橋爪子ども未来園内）

毎日（㊐㊊㊗健康館休館日除く）10：00〜15：00 さら・さくらつどいの広場（℡63-3817）
（市民健康館内）

家庭児童 毎日（㊏㊐㊗除く） 9：00〜17：00 家庭児童相談室（℡62-4300）
（保健センター 2階）

利用者支援
①毎日（㊏㊐㊗除く） 8：30〜17：00
②㊊、㊌、㊍、㊎　10：00〜13：00
※子育ての情報を提供し、相談・援助などを行います。

①子ども未来課（℡44-0324）（市役所 1階）
②子育て支援コーディネート「ぷらっと」
　（℡070-1277-2726）
　（東児童センターさんにぃれ内）
相談・予約の問い合わせフォームはこちら▶

発達支援
（要予約）

12月10日㊎・21日㊋　　 3歳児〜中学生
① 9：15〜　②10：45〜　③13：00〜　④14：30〜

子ども未来センター（℡61-1295）
（保健センター 1階）

すくすく❣

いぬまる

毎日 8：30〜17：00（㊏㊐㊗除く）※妊娠、出産、子育て期の相談に保健師や助産師等が対応します。
専用電話　℡44-0359（保健センター内）
専用アドレス　sukusukuinumaru＠city.inuyama.lg.jp
（電話で対応しますので名前や電話番号を記載してください）

★児童センター　親子で季節にあわせた手遊びや工作などで遊びます。　問合　犬山西児童センター（℡62-3041）

●子育て広場「ぽんぽこ」
対象　 0歳〜未就園の乳幼児とその保護者
日時　毎週㊊〜㊎（㊗除く）10：00〜15：00
場所　羽黒・楽田・犬山西・城東・犬山南
　　　各児童センター

●パパもあそぼう
対象　未就園の乳幼児と父親
日時　12月18日㊏10：30〜11：30
場所　犬山西児童センター
内容　音遊び
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★児童センター　親子で季節にあわせた手遊びや工作などで遊びます。　問合　犬山西児童センター（℡62-3041）

3 人以上の子ども・
双子以上の子どもを
養育する世帯へ

お忘れないですか？多
た

子
し

・多
た

胎
たい

世
帯子育て支援事業の利用登録
　子育てに負担がかかる多子世帯
（ 3人以上の子どもを養育する世
帯）や多胎世帯（双子などを養育
する世帯）に対し、経済的な支援
や育児負担の軽減のため、第3子
以降または多胎児の子どもが中学
校を卒業するまでの間、各種子育
て支援事業を実施しています。
　今年度はまず、犬山産米の配布
などの支援事業を開始し、来年度
からは保育園や小中学校給食費の
無償化事業などを順次実施しま
す。これらのサービスを受けるた
めには、事前に利用登録申請書を
提出する必要があります。
　対象となる人で、まだ利用登録
申請書を提出していない人は、早
めに提出してください。
※利用登録申請書は、下の二次元
コードからダウンロー
ドできます。
問合　子ども未来課
　　　（℡44-0322）

小中学生限定
わん丸君バス
冬休み無料乗車券

　市内在住の小中学生に、冬休み
期間中、わん丸君バスに無料で乗
車できる乗車券を配布します。
　市内の小中学校に通学している
小中学生には、冬休み前に各小中
学校を通じて配布します。
　市外の小中学校に通学している
小中学生は、年齢と市内在住であ
ることを確認できる書類を持って
12月 1 日㊌以降に市役所 3階防災
交通課へ来てください（代理申し
込み・受け取り可）。

期間中の運行日　12月24日㊎・27
日㊊・28日㊋、令和 4年 1
月 5日㊌・ 6日㊍

※同伴する保護者は通常料金（ 1
日200円）が必要です。
※時刻表・路線図は市役所と各出
張所で配布しています。市ホーム
ページ　ページ番号1000010　に
も掲載しています。
●バスの運行情報がいつでも確認
できます
　インターネット上でバスの位置
情報や遅延状況などの運行情報を
確認できます。右の二
次元コードを読み取る
か、市ホームページか
ら見てください。
問合　防災交通課（℡44-0347）

第22回 あつまれ
いぬやまっこ！

〜今年はお家で！家族で！うきう
き大行進〜
　「あつまれいぬやまっこ！うき
うき大行進」は、子どもたちに遊
び文化を伝承することを目的と
し、今年で22回目を迎えます。
　今年度は、新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から、外出を
控えてお家で過ごす時間が長く
なっている子どもたちに、 7種類
の遊びのキットをつめ合わせた
「お楽しみ袋」の配布と、市公式
YouTubeチャンネルで遊びの動
画配信をします。
　子どもたちが、挑戦したり工夫
したりして楽しく過ごせるよう、
様々な遊びを用意しています。お
家で、家族で、楽しみませんか。

●「お楽しみ袋」の配布（要申込）
配布場所　市内各児童センター
　　　�（ 9：00〜18：00　㊐休館、

東児童センターのみ㊐午後
㊋休館）

対象　市内在住の子ども
定員　先着1,500人
費用　無料
申込　12月 1 日㊌から市内各児童

センターへ（電話可）
●遊びの動画配信
　12月13日㊊から、市公式YouT
ubeチャンネル「ONE�CHAN」
で誰でも視聴できます。

問合　楽田児童センター
　　　（℡68-0519）

アートワーク犬山
第 6 回作品展

　風景、人物、静物等を洋画、
CG、パッチワーク、トールペイ
ント等で描いた作品を約50点展示
します。
日時　12月 8 日㊌〜12日㊐
　　　�9：00〜16：30（初日13：00

から、最終日15：00まで）
場所　南部公民館 1階展示室 1
費用　無料
問合　渥美（℡090-4110-8925）

新型コロナの影響により掲載
の行催事が変更・中止となる
場合があります。外出の際は
各自、検温やマスク着用をし
てください。

「市民のひろば」に掲載を希望する人は企画広報課へ。 2月 1日号は12月16日㊍、2月15日号は 1月 4日㊋。

乗車するときは「マスクの着用」
にご協力をお願いします。また
車内での飲食はお控えください。

動画はこちらから▶
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広告 ※財源確保のために有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは、直接広告主へ。
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新型コロナウイルス感染症に関する相談
発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医に電話で
相談してください。
※かかりつけ医がいない場合や相談する医療機関に
　迷う場合は、下記窓口へ電話してください。
受診相談センター ℡0₅8₇-₅₅-1₆₉₉
（江南保健所内�平日� 9：00〜17：30）
（聴覚障害者向け　Fax0587-54-5422）
夜間・休日受診相談窓口 ℡0₅₂-₅₂₆-₅88₇
（平日夜間�17：30〜翌 9：00、㊏㊐㊗24時間体制）

企画展「からくりからロボットへ」
　10月16日〜11月10日、IMASEN犬山からくりミュージ
アム玉屋庄兵衛工房の企画展「からくりからロボットへ」
が開催され、伝統文化であるからくり技術の設計思想が
現在のロボット産業にも脈々と受け継がれているという
視点で展示紹介されました。
　現代の創作からくり「文字書人形」と「流

や ぶ さ め

鏑馬」は、
伝統的なからくりをモチーフに新しい素材を使用しエン
ジニアが創作したもの。「文字書人形」の実演では、な
めらかな動きで「寿」の文字を書き上げていました。
　また現代のロボット工学を代表するものとしてペット
ロボットが展示されたほか、株式会社今仙電機製作所の
車イスや無動力歩行支援機など、バリアフリーの分野で
活用される最新の工業製品も同時に紹介されました。

犬山ロータリークラブが創立60周年
　10月23日、犬山ロータリークラブが創立60周年を記念
し、100人を超える出席者の中、野外民族博物館リトル
ワールドの野外ステージで式典を行いました。
　犬山ロータリークラブは1961年11月 6 日に国際ロータ
リーから認証を受け国内466番目として創立されて以来、
長きにわたり犬山市および扶桑町の地域を始め各地で奉
仕活動をしています。
　また今回、60周年事業として市へ電気自動車が寄贈さ
れました。式典の中で髙橋秀治会長から山田市長に目録
が渡され、市長からは感謝状を渡しました。

▲文字書人形の実演 ▲最新の工業製品も紹介

◀
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広告 ※財源確保のために有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは、直接広告主へ。

このスペースに広告を出しませんか
規格　　1枠　縦45㎜×横85㎜
　　　　2枠合併枠　縦45㎜×横173㎜
掲載料　1枠15,000円（消費税および地方消費税含む）
　　　　2枠合併枠30,000円
　　　　　　　　(消費税および地方消費税含む)
※詳細は市ホームページ　ページ番号1002287　を
　見てください。

問合　企画広報課（℡44-0311）

市ホームページに掲載するバナー広告を募集中
掲載位置　トップページ（市が指定した位置）
規格　　縦50ピクセル×横150ピクセル
掲載料　1枠10,000円/月
　　　　(消費税および地方消費税含む）
バナー作成費用　広告主負担
※詳細は市ホームページ　ページ番号1002288　を
　見てください。

問合　企画広報課（℡44-0311）

「子育てガイドさくらんぼ」説明会
　11月 7 日、「子育てガイドさくらんぼ」の説明会が、
さんにぃれ（東児童センター）で行われました。
　この日は、3か月の赤ちゃんを連れたお母さんが、「き
らっとの部屋」を訪れました。説明会に参加したきっか
けは、最新版の冊子が欲しいとのことでしたが、市内の
未来園に関する情報についての相談や、ファミリー・サ
ポート・センターの登録をすることができました。
　今回の説明会は、市の子育て支援コーディネート「ぷ
らっと」として実施したもので、普段から子育てに関する
相談や子育て情報の提供を、さんにぃれで行っています。

犬山市のまちづくりを一緒に考えよう
　第 6次犬山市総合計画の策定に向けた地区別タウン
ミーティングが、犬山・城東・羽黒・楽田・池野の各地
区で開催され、合計で109人が参加しました。
　「10年後、なったらいいね！こんなまち」をテーマに
各々が付箋に書き留め、地区全体が印刷されたシートに
貼り付けながら各グループ内で意見を共有した後、全体
にグループワークの成果を発表し、犬山市のまちづくり
について一緒に考えました。参加者からは「色々な年代
の人と地域について話せて良かった」、「同じ考えの人が
いて励みになった」などの声が聞けました。
　各地区で集まった意見や提案は、新しい総合計画の策
定だけでなく、同時期に改定する「都市計画マスタープ
ラン」にも活

い

かされます。
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▲赤ちゃんをみてもらいながら、ゆったり相談できます
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■各種相談コーナー（無料）

内容 日時 場所 予約方法など

市　民 毎日（㊏㊐㊗除く）
8：30〜17：00 市役所 1階市民相談室 ㊌㊎ 8：30〜16：00は

手話通訳利用可

行　政 12月24日㊎10：00〜15：00 市役所　会議室 ―

登　記 12月 8 日㊌13：00〜15：00 市役所 2階相談室② 当日先着順

不動産・空き地・空き家 12月21日㊋13：00〜16：00 市役所 2階相談室② 当日先着順

行政書士 12月22日㊌13：30〜15：30 市役所 2階相談室② 当日先着順

住宅（要予約） ㊊〜㊎（㊗除く）
（予約により決定）

相談者宅など
（予約により決定）

予約は直接または電話で市役所
2階都市計画課（℡44-0331）へ

人　権 12月 8 日㊌13：00〜16：00 南部公民館 2階会議室 3 ―

年　金 毎週㊋・㊎（㊗除く）
9：30〜12：00、13：00〜16：30 市役所 2階相談室①

市役所 1階保険年金課窓口で
当日受付
（先着12人、受付 8：30〜16：00）
※年金額、加入期間の確認は不可

一宮年金事務所による
年金出張相談（要予約）

1月27日㊍10：00〜12：00
　　　　　13：00〜15：00
（ 1 人30分間、奇数月のみ開催）

市役所　会議室
予約は 1月17日㊊〜21日㊎ 8：30
〜17：15に電話で保険年金課年金
担当（℡44-0328）へ（先着16人）

消費生活 毎週㊊〜㊍（㊗除く）
13：00〜17：00（受付16：30まで）

市役所 1階相談室
（℡44-0398） ―

弁護士による消費生活法
律（要予約） 12月17日㊎13：00〜16：00� 市役所 2階203会議室 予約は市役所 3階産業課

（℡44-0340）へ

労働（要予約） 12月15日㊌13：00〜16：00� 市役所 2階相談室② 予約は前日までに市役所
3階産業課（℡44-0340）へ

内　職 毎週㊋（㊗除く）
9：00〜12：00�

市役所 1階相談室
（℡44-0340） ―

いちサポによる就職相談
（要予約）

①12月 8 日㊌10：00〜16：00
②12月23日㊍13：00〜16：00

①ハローワーク犬山
②市役所 2階相談室②

予約はいちのみや若者サポート
ステーション（℡0586-55-9286）へ

市民活動 ㊊〜㊏ 9：00〜17：00 フロイデ 1階協働プラザ
「わんまる―む」（℡48-1221） ―

くらし自立サポート
センター

（生活困窮者相談）

毎週㊊〜㊎（㊗除く）
8：30〜17：00 福祉課相談室（℡44-0319） ―

弁護士による法律
（要予約）

1月 6日㊍ 9：00〜12：00
（ 1 人20分間） フロイデ 1階社会福祉協議会

予約は12月 2 日㊍13：00から電話
で社会福祉協議会（℡62-2508）
へ（先着 6人）

心配ごと 12月 2 日㊍13：00〜16：00 フロイデ 1階社会福祉協議会 ―

ボランティア 12月 6 日㊊・20日㊊
10：00〜12：00 フロイデ 1階協働プラザ ―

身体障害者当事者
による相談 12月 1 日㊌10：00〜15：00 身体障害者活動センター

ふれんど（℡61-8008） ―

知的障害者保護者
による相談

12月 6 日㊊・20日㊊
10：00〜12：00 市役所 1階相談室 ―

犬山市
スマホ・パソコン相談

（要予約）

毎週㊊13：30〜15：30
毎週㊌ 9：30〜11：30
毎週㊏13：30〜15：30

㊊㊌は市役所 2階相談室②
㊏は勤労青少年ホーム 2階講
習室

予約は電話でいぬやまe-コミュニテ
ィーネットワーク（℡62-1888� 9：00
〜17：00�㊐㊗除く）へ（先着 2人）

青少年の悩み相談 毎日（㊏㊐㊗除く）
9：00〜17：00

市役所 3階文化スポーツ課
青少年センター（℡44-0352） ―

児童生徒の不登校相談室 毎日（㊏㊐㊗除く）
9：00〜17：00

フロイデ内適応指導教室
「ゆう・ゆう」（℡63-0502
�相談専用℡39-5522）

―

児童虐待に関する
情報提供

毎日（㊏㊐㊗除く）
8：30〜17：15

市役所 1階子ども未来課
（℡44-0322）

電話（℡61-6288）は24時間対応
つながらない場合は児童相談所
虐待対応ダイヤル「189」（無料）へ

ひとり親自立 毎日（㊏㊐㊗除く）
9：00〜16：00

市役所 1階子ども未来課
（℡44-0323） ―

ポルトガル語・
スペイン語　外国人 毎週㊎13：00〜16：30 市役所 1階相談室 ―

英語・タガログ語
外国人 12月 3 日㊎13：00〜16：30 市役所 1階相談室 ―

※新型コロナの影響により、変更・中止する場合があります。
※市役所は12/29〜1/3が休みです。
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■救急医療の案内
○救急医療情報センター　℡0568-81-1133
※電話のかけ間違いが多くなっています。電話番号はお間違いなく。

　24時間365日体制で、電話で医療機関の案内を行っています。
○あいち救急医療ガイド�　https://www.qq.pref.aichi.jp/
　インターネットで受診可能な医療機関を検索できます。（5か国語対応）
○小児救急電話相談　℡＃8000か、℡052-962-9900
　夜間に医療相談が受けられます。受付／19：00〜翌朝 8：00

■犬山市の人口と世帯（11月 1 日現在）
人口 73,135人 （− 254人）

男 36,336人 （− 159人）�

女 36,839人 （− 95人）

世帯 31,537世帯 （＋ 165世帯）

（　 ）は前年同月との比較

■休日（日曜・祝日）診療
○昼間診療　犬山市休日急病診療所（内科・外科）　℡0568-62-8100
　五郎丸東 1 -70（国道41号「五郎丸交番前」信号交差点南へ100m）　受付時間 8：30〜11：30（診療は 9：00〜）13：30〜16：15（診療は14：00〜）

○夜間診療、歯科診療

日付
休日夜間診療（内科・外科）

受付時間17：00〜20：00
休日歯科診療

診療時間 9：30〜11：30

病・医院名（内科系） 電話（0568） 病・医院名（外科系） 電話（0568） 医院名 電話

12月 5 日㊐ 結ファミリークリニック 68-3311 マザークリニックハピネス 63-4103 柏森歯科クリニック 0587-93-8330
12月12日㊐ 岡部医院 62-7121 宮田眼科 61-0200 阿部歯科医院 0568-62-7818

※都合により変更する場合がありますので電話確認の上、来院してください。

■休日小児診療　○江南厚生病院内（こども救急診察室）　℡0587-51-3333
㊏㊐㊗　受付時間 8：30〜16：30　診療時間 9：00〜12：00、13：30〜17：00
※保険外併用療養費（紹介状無く初診の場合5,500円）がかかります。

万人から減少し、平成15年の約19
万人が最低となりました。
　その後、まちづくりや誘客対策
を進めたことにより、登閣者数は
増加傾向に転じ、平成30年には過
去最高の約62万 8 千人となりまし
た。
　しかしながら、令和 2年は新型
コロナの影響で約26万 4 千人とな
り、今年も同様の傾向となってい
ます。

犬山城の今後の方向性
　先人たちの努力により引き継が
れてきた犬山城を、次の時代に継
承していくために、今残っている
構造物等を、適切に保存管理して
いくことは当然です。
　ただし、単に現状のまま継承す
ればよいということではなく、学
術的な位置づけを明らかにしなが
ら、文化財としての価値を高め、
より良い状態にしてつないでいき
たいと考えます。
　そこで、犬山城の今後の方向性
として、①各地へ移築され現存す
る城門や櫓

やぐら

の復元、城山の堀や切
岸（防御用に人工的に作られた断
崖）の整備など、城山を元々の状
態に近づけていくための整備と、
②国宝 5城を中心に、近世城郭天
守群としての世界遺産登録を目指
しています。

今後に向けた取り組み状況
　①城山整備については、現在、
移築され現存する城門・櫓の実測
調査を進めており、まず黒門（現
在の針綱神社社務所北側付近に
あった門）の復元整備に向けて、
令和 4年度から令和 6年度にかけ
て、門の位置の調査や設計等を進
め、令和 7年度の復元完了を目指
します。堀や切岸も黒門の復元整
備と並行して進め、黒門完成後は、
次の門・櫓の工事を始められるよ
う準備を進めます。なお、整備に
あたっての財源は、市民の皆様の
税金は投入せず、寄付や基金（令
和 2年度末時点の残高12億9,456
万4,349円）でまかなっていきた
いと考えています。
　②世界遺産の登録については、
政府が世界遺産登録の暫定一覧の
中から推薦し、ユネスコの諮問機
関が現地調査を行い、ユネスコ世
界遺産委員会で審議のうえ登録の
可否が決定されます。登録の前提
となる暫定一覧の見直しが、早け
れば年度内にも始まることが予想
されるため、現在、松本市、松江
市と連携して、調査研究や課題の
洗い出し等を行い、暫定一覧への
掲載を目指して、共同で取り組ん
でいるところです。今後の世界遺
産登録の可能性は、この暫定一覧
に掲載されるかどうかで、大きく
左右されます。

犬山城とは
　現在の犬山城天守が建設される
までの経緯は、まず1537年頃に織
田信康（信長の叔父）が、現在の
城山の場所を軍事拠点としたこと
が始まりと言われています。
　現在の天守は、使用されている
木材の伐採年代の調査結果（令和
元年〜 2年実施の年輪年代調査）
を踏まえ、犬山城保存活用計画策
定委員会委員長を務める麓教授
が、1585年〜1590年頃にかけて、
織田信雄（信長の子）方の城とし
て建てられたとの説を発表してい
ます。
　所有者は公益財団法人犬山城白
帝文庫、管理者は犬山市で、天守
は国宝、城山は史跡に指定されて
います。

登閣者数の推移
　犬山城の登閣者数は、昭和51年
の約42万人から平成 4年の約44万
人までは横ばい、平成 5年の約35

犬山城の今後について
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　上野区 6町内の中央部に鎮座す
る立野神社は、由緒書によると明
治 5年に天神社として村社に格付
けされ、明治30年に立野神社と改
称されました。今もなお犬山市上
野区の村社としてお祭り、初詣と

区民の憩いの場となっています。
　保存会は獅子屋形の歴史と共に
継続されてきました。明治 5年頃
に 2基製作されたといわれている
獅子屋形は、上野の郷が北と南に
分かれ 1基ずつ維持してきました
が、笛太鼓は途絶え、獅子屋形は
獅子蔵に眠っていました。昭和24
年、上野区役員会から青年団に囃

はや

子
し

の依頼があり「獅子囃子保存会」
が発足しましたが、昭和37年に青
年団より上野区へ返上され、保存
会は休止状態となりました。以後、
休止・復活を繰り返してきました
が、平成20年に現在の保存会が結
成されました。現在の会員は、大
人 7人、子ども15人です。
　10月は五穀豊穣を願う立野神社
の大祭「秋祭り」があります。当
日は、朝 8時より各町内総出で、
本殿、境内を中心に清掃、屋形の
組立、拝殿の飾り付けと忙しく立
ち回る半面、区民が集う楽しい場
になります。午後 1時、氏子、町

内会役員の先導で、北組・南組の
町内へ巡行開始です。保存会の笛
や太鼓に合わせ、子ども会が中心
に北回り、南回りと屋形を引き、
大きな掛け声で練り歩きます。そ
の後、神社での式典開始と同時に
獅子舞、神楽、巫

み

女
こ

舞を奉納し、
練習した成果を参拝者の前で披露
します。保存会にとっては笛、太
鼓の音色に興味を示す子どもをス
カウトする貴重な時間でもありま
す。
　今後も、伝統あるお囃子を継承
しながら、お祭りの盛り上げ役と
して、子どもたちや区民の思い出
の場となる保存会でありたいです。

采
こと

未
み

ちゃん
令和 2年10月生まれ

たくさん笑って、泣いて、
遊んで、食べて
大きくなってね！

夢
む

生
う

ちゃん
令和 2年 9月生まれ

3 人姉弟
ずっと仲良しでいてね。

茉
ま

子
こ

ちゃん
令和 2年10月生まれ

元気いっぱい
笑顔いっぱいで、

すくすく大きく育ってね。

凪
なぎ

ちゃん
令和 2年10月生まれ

あなたが生まれて私たちの
人生に楽しみができました。

ありがとう

　抽選で 4人の写真を翌々月の広報犬山 1日号に掲載します。
次回掲載予定　令和 4年 2月 1日号　対象　令和 2年11月・12月生まれの赤ちゃん　応募締切　12月20日㊊

1 歳になる記念に赤ちゃんの写真をのせませんか 応募はこちら

LOOK

立野神社
「秋祭り」

上野北保存会
土屋政信


